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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
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【手続補正書】
【提出日】平成21年4月24日(2009.4.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
シクロデキストリンおよびサーチュインモジュレーター、またはその薬学的に許容される
塩、プロドラッグもしくは代謝誘導体を含む組成物であって、該組成物が液体であり、か
つ該サーチュインモジュレーターがレスベラトロールである場合に、該組成物は、少なく
とも３０ｍＭのサーチュインモジュレーターを含む、組成物。
【請求項２】
前記シクロデキストリンは、置換シクロデキストリンである、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
前記シクロデキストリンは、グリコピラノース部分の２－ヒドロキシル基、３－ヒドロキ
シル基または６－ヒドロキシル基において置換される、請求項２に記載の組成物。
【請求項４】
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前記シクロデキストリンは、非結晶である、請求項２に記載の組成物。
【請求項５】
前記シクロデキストリンは、ヒドロキシプロピル－β－シクロデキストリンである、請求
項２に記載の組成物。
【請求項６】
前記サーチュインモジュレーターは、サーチュイン活性化剤である、請求項１に記載の組
成物。
【請求項７】
前記サーチュイン活性化剤は、レスベラトロール、そのアナログ、またはレスベラトロー
ルもしくはそのアナログのプロドラッグである、請求項６に記載の組成物。
【請求項８】
前記サーチュイン活性化剤は、ニコチンアミドリボシド、そのアナログ、またはニコチン
アミドリボシドもしくはそのアナログのプロドラッグである、請求項６に記載の組成物。
【請求項９】
前記組成物は、液体である、請求項１の組成物。
【請求項１０】
前記液体は、少なくとも３０ｍＭの前記サーチュインモジュレーターを含む、請求項９に
記載の組成物。
【請求項１１】
前記液体は、少なくとも１００ｍＭの前記サーチュインモジュレーターを含む、請求項１
０に記載の組成物。
【請求項１２】
前記組成物は、凍結乾燥粉末である、請求項１の組成物。
【請求項１３】
シクロデキストリンおよびサーチュインモジュレーター、またはその薬学的に許容される
塩、プロドラッグもしくは代謝誘導体を含む、視覚機能障害を処置するための組成物。
【請求項１４】
サーチュインモジュレーター、またはその薬学的に許容される塩、プロドラッグもしくは
代謝誘導体を含む、速溶錠。
【請求項１５】
前記錠剤は、１分間未満の経口溶解速度を有する、請求項１４に記載の速溶錠。
【請求項１６】
前記錠剤は、３０秒間未満の経口溶解速度を有する、請求項１５に記載の速溶錠。
【請求項１７】
前記錠剤は、２Ｓｔｒｏｎｇ－Ｃｏｂｂ単位～６Ｓｔｒｏｎｇ－Ｃｏｂｂ単位の硬度を有
する、請求項１４に記載の速溶錠。
【請求項１８】
前記サーチュインモジュレーターは、サーチュイン活性化剤である、請求項１４に記載の
速溶錠。
【請求項１９】
前記サーチュイン活性化剤は、レスベラトロール、そのアナログ、またはレスベラトロー
ルもしくはそのアナログのプロドラッグである、請求項１８に記載の速溶錠。
【請求項２０】
前記サーチュイン活性化剤は、ニコチンアミドリボシド、そのアナログ、またはニコチン
アミドリボシドもしくはそのアナログのプロドラッグである、請求項１８に記載の速溶錠
。
【請求項２１】
サーチュインモジュレーター、またはその薬学的に許容される塩、プロドラッグもしくは
代謝誘導体を含む、視覚機能障害を処置するための速溶錠。
【請求項２２】
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サーチュインモジュレーター、またはその薬学的に許容される塩、プロドラッグもしくは
代謝誘導体を含む、移植可能なデバイス。
【請求項２３】
前記デバイスは、眼に対する移植に適している、請求項２２に記載のデバイス。
【請求項２４】
前記デバイスは、生分解性である、請求項２２に記載のデバイス。
【請求項２５】
前記デバイスは、前記サーチュインモジュレーターを少なくとも１ヶ月間にわたって放出
する、請求項２２に記載のデバイス。
【請求項２６】
上記デバイスは、前記サーチュインモジュレーターを少なくとも１年間にわたって放出す
る、請求項２５に記載のデバイス。
【請求項２７】
前記デバイスは、前記サーチュインモジュレーターを６ヶ月間～２年間にわたって放出す
る、請求項２５に記載のデバイス。
【請求項２８】
前記サーチュインモジュレーターは、サーチュイン活性化剤である、請求項２２に記載の
デバイス。
【請求項２９】
前記サーチュイン活性化剤は、レスベラトロール、そのアナログ、またはレスベラトロー
ルもしくはそのアナログのプロドラッグである、請求項２８に記載のデバイス。
【請求項３０】
前記サーチュイン活性化剤は、ニコチンアミドリボシド、そのアナログ、またはニコチン
アミドリボシドもしくはそのアナログのプロドラッグである、請求項２８に記載のデバイ
ス。
【請求項３１】
サーチュインモジュレーター、またはその薬学的に許容される塩、プロドラッグもしくは
代謝誘導体を含む、視覚機能障害を処置するための移植可能なデバイス。
【請求項３２】
微粉化されたサーチュインモジュレーターまたはその薬学的に可能な塩、プロドラッグも
しくは代謝誘導体を含む薬学的組成物であって、該微粉化されたサーチュインモジュレー
ターの粒子は、約３０ミクロン未満の平均直径を有する、薬学的組成物。
【請求項３３】
前記微粉化されたサーチュインモジュレーターの粒子は、約１０ミクロン未満の平均直径
を有する、請求項３２に記載の薬学的組成物。
【請求項３４】
前記微粉化されたサーチュインモジュレーターの粒子は、約１ミクロン～約５ミクロンの
平均直径を有する、請求項３３に記載の薬学的組成物。
【請求項３５】
前記微粉化されたサーチュインモジュレーターの粒子は、約１ミクロン～約２ミクロンの
平均直径を有する、請求項３４に記載の薬学的組成物。
【請求項３６】
前記組成物は、は自由流動性の液体である、請求項３２に記載の薬学的組成物。
【請求項３７】
前記組成物は、固体投薬形態である、請求項３２に記載の薬学的組成物。
【請求項３８】
前記粒子は、エアジェット微粉化によって形成される、請求項３２に記載の薬学的組成物
。
【請求項３９】
微粉化されたサーチュインモジュレーターまたはその薬学的に許容される塩、プロドラッ
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グもしくは代謝誘導体を含む、視覚機能障害を処置するための組成物であって、該微粉化
されたサーチュインモジュレーターの粒子は、約３０ミクロン未満の平均直径を有する、
組成物。
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